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ྩ 4年のฆ૪͔ྫࣄΒ

˖　૬ஊ༰　　˗ݝにΑるௐࠪɺௌऔ༰ɺղ決݁Ռ

ྩ和̐年度にࠃ土ަ௨লٴͼ都ಓ県の
地建物取Ҿ業๏ओ෦ہ等にͤدられた、
地建物取Ҿ業者のؔ༩した地建物取Ҿにؔ
するۤฆ૪相ஊ件は、871件（このうち
地建物取Ҿ業๏ओ෦ہの本ہɾ本՝で取
りѻわれたものは607件）となっています（本
࡛、都ژ117ท参照）。ここでは、౦߸131ࢽ
、ࡕ県、ઍ༿県、ਆಸ県、Ѫ県、大ۄ
兵庫県ٴͼԬ県の1都1̒県からおૹり
いたͩいたࢿྉに基づいて、そのओ要な༰
を要してࡌܝします。

不動産取Ҿにؔするฆ૪相ஊ等にܞわって
おられるօ様の͝参ߟにしていたͩくととも
に、取Ҿ࣮にै事している方々にもेཹ
意の上、今ޙの業に当たっていたͩければ
。いです

ᶗ　ചങにؔ͢るの

1　ॏཁ߲ࣄのௐࠪɾઆ໌のෆඋ

01
ചओऀۀʢॏཁ߲ࣄઆ໌ٛҧʣ

˖ɹങओは、ྩ和̐年9݄、ചओ業者とのؒ
で区ॴ有建物の1ࣨのചങܖをక݁し
た。そのࡍ、重要事߲આ໌書にはΨεڅڙ
設උとして「都市Ψε」と記ࡌされてあっ
た。

しかし、ങओがೖډしௐたところ、Ψ
εڅڙ設උは「ϓϩύϯΨε」であったた
め、業者にܖ解除を申しग़るとともに、
当՝へۤを申し立てた。

˗ɹ業者に事をௌいたところ、設උの֬認
をଵり、重要事߲આ໌書の記ޡࡌりを認め
たが、ചओ業者ଆห護ٴ࢜ͼങओଆห護࢜
ともに「ډ住する上ではࢧোがないため、
不適合には֘当しない。」との判அをܖ
ࣔしたため、ܖ解除にはࢸらなかった。

上記の事を踏まえ、業者をจ書ק告と
した。

02
ചओऀۀʢॏཁ߲ࣄઆ໌ٛҧʣ

˖ɹങओは、ྩ和3年9݄、ചओ業者とのؒ
でがけ条例が適༻されるがけを༴する地
のചങܖをక݁したが、重要事߲આ໌書
にはその記ࡌがなく、આ໌もなかったとし
て、当՝へۤを申し立てた。

˗ɹ業者に事をௌいたところ、重要事߲આ
໌書に記ࡌしなかったことは認めたが、આ
໌はしたとओுした。そのূڌにがけのた
めの༴น代としてചങ代ۚから300ສԁ
Ҿきをしたとのことであった。

上記のことからすると、がけの存在につ
いてԿらかのઆ໌はあったものとਪଌされ
るが、重要事߲આ໌書に記ࡌしなかったこ

ௐࠪڀݚ෦
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とはചओ業者のམ度が認められるため、業
者をจ書ק告とした。

0ú
ഔհऀۀʢॏཁ߲ࣄઆ໌ٛҧʣ

˖ɹങओはྩ和3年12݄、๏ਓをചओとする
土地建物について、業者のഔհによりചങ
業者は、当֘土、ࡍをక݁した。そのܖ
地等のചങܖをక݁したときはそのଞの
๏ྩに基づく制ݶとして、ࠃ土利༻計画๏
ୈ23条ୈ1߲に規ఆするݖ利Ҡసຢは設ఆ
における利༻的等のಧग़が必要であるޙ
にもかかわらず、これを重要事߲આ໌書に
記ࡌしてઆ໌しなかったことから、当՝へ
相ஊに๚れた。

˗ɹ業者に事をௌいたところ、ചओ、ങओ、
業者がؔ係であり、かつ、લॴ有者も
であったことからेなௐࠪをଵり、
重要事߲આ໌書に記ࡌが࿙れていたことを
認めた。地建物取Ҿ業๏ୈ3�条ୈ1߲ୈ
̎߸にҧ反するが、ങओに対し࿈བྷを行い
はするとともに、当֘事案による損ࡑँ
発ੜしていないことを֬認している。

また、業者から再発止にけた業改
善ใ告書のఏग़があったことを踏まえ、業
者をจ書ק告とした。

0û
ചओऀۀʢॏཁ߲ࣄઆ໌ٛҧɺ୲อ
に͍ͭͯのಛの੍ݶҧʣ

˖ɹങओは、ྩ和3年݄̒にΠϯλーωοト
でதݹ物件を見つけ、告をग़している業
者へ問合ͤをした。ྩ和3年݄̓に業者か
ら重要事߲આ໌を受け、重要事߲આ໌書と
書に記໊ԡҹしたが、ᶃ重要事߲આ໌ܖ
書の「都市計画๏ɾ建築基準๏に基づく制

しながࡌྉ参照と記ࢿ、の֓要」につきݶ
ら、ࢿྉが添付されていなかった。また、
ᶄ「建築基準๏施行条例」が適༻される可
性がઆ໌されず、ᶅ付ଳ設උの୲保任
をෛわないとのങओに不利となるٙいのあ
る༰をಛ条߲とし、ܖక݁さͤられ
たということがあり、当՝へۤを申し立
てた。

˗ɹ業者に事をௌいたところ、ᶃ「都市計
画๏ɾ建築基準๏に基づく制ݶの֓要」に
つき、ࢿྉを添付していなかったことを認
めた。ᶄ「建築基準๏施行条例」の適༻に
ついては、条例自体は認識していたが、物
件が「建築基準๏施行条例」にҧ反してい
る可性のあることを認識していなかった
ため、ௐࠪやઆ໌は行わなかったとड़た。
ᶅ付ଳ設උの୲保任をෛわないとのಛ
条߲を設けたことにؔしては、リϑΥーム
したதݹ物件であるため、ܦ年等によるྼ
ԽやࡉかいԚれがあることをঝの上でങ
受けられたいとの趣旨で記ࡌした。当ࣾが
不適合任をෛわないというものではܖ
ないが、表記は不適であったとड़た。

重要事߲આ໌においてᶃ「都市計画๏ɾ
建築基準๏に基づく制ݶの֓要」につき、
ྉを添付しなࢿ、しながらࡌྉ参照と記ࢿ
かったこと、ٴͼᶄ「建築基準๏施行条例」
の適༻の可性を記ͤࡌず、આ໌しなかっ
たことは、地建物取Ҿ業๏ୈ3�条ୈ1߲
ୈ̎߸にҧ反する。ᶅ地建物取Ҿ業者が
自らചओであるにもかかわらず、付ଳ設උ
について୲保任をෛわないとするܖを
したことは同๏ୈ40条ୈ1߲にҧ反する
が、業者から再発止にけた業改善ใ
告書のఏग़があったことを踏まえ、業者を
จ書ק告とした。
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0ü
ചओऀۀʢॏཁ߲ࣄઆ໌ٛҧʣ

˖ɹങओは、業者をചओとするࢿ༻Ϛϯ
γϣϯのചങܖをక݁した。
ᶃɹதؒলུొ記により、業者が物件を

ೖ業者より҆くങい取ったが、そのֹۚ
と業者がങओにߴくసചしたֹۚの差ֹ
がੜ͡ている。ങओが物件をߪೖするࡍ
にഔհखྉをࢧう場合のഔհखྉ
の上ݶよりߴいֹۚを業者にࢧってお
り、աใुのٙいがある。

ᶄɹ業者が物件をೖ業者からങい取るた
めにక݁したചങܖのక݁日よりલ
に、申立ਓにϩーϯ申ࠐのॺ໊をさͤて
おり、ଞਓ物ചങのٙいがある。

ᶅɹϩーϯ申請のࡍに、࣮ࡍはଞ行でのआ
りೖれがあるにもかかわらず、ଞ行での
आりೖれはないと記ࡌするようࣔࢦされ
た。
上記のことから、ങओは、当՝へ相ஊに

๚れた。
˗ɹ業者に事をௌいたところ、

ᶃɹ業者はதؒলུొ記により当֘物件を
取ಘしており、ഔհではなくചओの立場
で取Ҿにؔ༩していることから、աใ
ुとは認められない。

ᶄɹ業者が物件をೖ業者からങい取るた
めにక݁したചങܖのక݁日よりલ
に、申立ਓにϩーϯ申ࠐのॺ໊をさͤた
ことについて、ϩーϯ申ࠐをもってܖ
క݁と解ऍすることはできず、地建物
取Ҿ業๏上のଞਓ物ചങとしてのҧ反認
ఆは行わない。

ᶅɹϩーϯ申請のࡍに、࣮ࡍはଞ行でのआ
りೖれがあるにもかかわらず、ଞ行での
आりೖれはないと記ࡌするようなࣔࢦは
していないとのओுがあり、事࣮֬認が

できないため、ҧ反認ఆは行わなかった。
しかし、重要事߲આ໌書において、ख付

ۚをत受していないにもかかわらず、ख付
ۚの์غによるܖの解除が行える旨を記
しており、同๏ୈ3�条ୈ1߲ୈ̔߸の規ࡌ
ఆにҧ反するが、再発止にけた業改
善ใ告書のఏग़があったことを踏まえ、業
者をจ書ק告とした。

2　ઐऔҾ࢜のෆࡏ

0ý
ഔհऀۀʢઐऔҾ࢜のෆࡏʣ

˖ɹ地建物取Ҿ業๏ୈ9条に基づく変更の
ಧग़により、業者は།Ұのઐ任の地建物
取Ҿ࢜がฏ成30年݄̐30日にୀ任し、新た
なઐ任の地建物取Ҿ࢜がྩ和̐年݄̐1
日にब任するまでの3年11か݄のؒ、ઐ
任の地建物取Ҿ࢜を設ஔしなかった事࣮
が発֮した。

˗ɹ業者に事をௌいたところ、3年11か
݄のؒ、ઐ任の地建物取Ҿ࢜を設ஔͤず、
同๏ୈ31条の3ୈ1߲に適合さͤるための
必要なાஔをとらなかったことを認めた。
このことは、同๏ୈ31条の3ୈ3߲の規ఆ
にҧ反するが、ؔ係者の損が発ੜͤず、
今ޙ発ੜすることも見ࠐまれないため、業
者をจ書ק告とした。

0þ
ഔհऀۀʢઐऔҾ࢜のෆࡏʣ

˖ɹ当՝に対し、業者からઐ任の地建物取
Ҿ࢜の変更ಧをఏग़するにあたって事લ相
ஊがなされた。そのࡍ、ઐ任の地建物取
Ҿ࢜がྩ和3年12݄த०にୀ৬していたに
もかかわらず、新たなઐ任の地建物取Ҿ
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となる者がྩ和̐年݄̓1�日に地建物࢜
取Ҿূ࢜をަ付されるまで必要なાஔをͤ
ずに地建物取Ҿ業を営んでいたことが判
໌した。

˗ɹ業者に事をௌいたところ、上記の事࣮
を認め、地建物取Ҿ業๏ୈ31条の3ୈ1
߲に適合さͤるための必要なાஔを取らな
かったことを認めた（同๏ୈ31条の3ୈ3
߲ҧ反）。

しかし、ઐ任の地建物取Ҿ࢜がୀ৬し
てからྩ和̐年݄̓1�日までに、不動産の
ചങٴͼそのհ等の࣮はないことの申
立てがあり、また、現在にࢸるまでに当֘
業者が行った取Ҿについてؔ係者からの相
ஊ等を当՝が受けた࣮もなかった。

そもそも、今ճのҧ反行為が判໌したの
は、業者がઐ任の地建物取Ҿ࢜の変更ಧ
をग़すために事લ相ஊに๚れたことがػܖ
であり、ઐ任の地建物取Ҿ࢜の不在をੋ
ਖ਼する意思があるものとߟえられたため、
業者をจ書ק告とした。

0ÿ
ഔհऀۀʢઐऔҾ࢜のෆࡏʣ

˖ɹ当՝に対し、かつて当֘業者にۈして
いた住民から、「業者が不動産営業ਖ਼ࣾ員
の求ਓを行い、ਓ物̖を1໊࠾༻したよう
ͩが、その者を合わͤると当֘業者におけ
る地建物取Ҿ業にै事する者のとして
໊̒となり、ઐ任の地建物取Ҿ࢜を໊̎
ஔかなければならないはずなのに、1໊し
かஔかれていない。これは地建物取Ҿ業
๏ୈ31条の3ୈ1߲にҧ反するのではない
か。」との相ஊがあった。

˗ɹ業者に事をௌいたところ、̖はظ༺ࢼ
ؒதであり、ਖ਼ࣜにޏ༻するか൱かはҰఆ
のؒظ（3ϱ݄）をܦて決ఆするとして

おり、また、当ؒظの్தでଞのै業員̗
がୀ৬したため、現在は໊̐であり、Ծに
̖をՃえたとしても໊̑であるためઐ任の
地建物取Ҿ࢜のՃ配ஔをする必要はな
くなったとओுした。

しかし、̗がୀ৬したޙの設ஔは不要で
あろうが、̗が在৬していたؒظにおいて
は、たとえ̖がؒظ༺ࢼとしての࠾༻で
あったとしても、̖は、設ஔすきઐ任の
地建物取Ҿ࢜のをࢉఆする基ૅとなる

「当֘事ॴにおいて地建物取Ҿ業者の
業にै事する者」に֘当することとなる
ため、ઐ任の地建物取Ҿ࢜を໊̎設ஔす
るなど地建物取Ҿ業๏ୈ31条の3にఆめ
られたાஔを行う必要があった旨を業者に
આ໌した。

たͩし、ᶃ当֘ҧ๏ঢ়ଶのؒظがൺֱ的
いこと、ᶄ業者はઐ任の地建物取Ҿ࢜
1໊のほか地建物取Ҿࢿ࢜格を有する者
が໊̎いることからાஔを行う体制はっ
ていたが୯に代表者の認識不（աࣦ）で
行わなかったものとߟえられること、ᶅ現
在はҧ๏ঢ়ଶが治༊されていること等をߟ
慮し、業者をޱ಄ࢦಋとした。

3　ഔհܖɾഔհใु

0Ā
ഔհऀۀʢաใुʣ

˖ɹങओは、ྩ和3年݄̒に業者のഔհによ
り土地付き建物ചങܖをక݁した。

そのޙ、ങओから、ഔհ業者へఆใु
ֹとは別に「物件ௐࠪඅɾ相ஊྉۚ」をࢧ
ったが、この෦はաใुではないか
という相ஊが当՝にあった。

˗ɹ業者に事をௌいたところ、「物件ௐࠪ
අɾ相ஊྉۚ」は、ചओのઆಘを行うなど、
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௨ৗのഔհ業よりਆܦをったため、そ
の対価として受ྖしたものとड़たが、業
者がઆ໌した業の༰は、௨ৗのഔհ業
のҰに含まれるものと解される༰で
あった。

そのため、ഔհใुҎ֎にใुをಘられ
る業の࣮ଶは存在ͤず、地建物取Ҿ業
๏ୈ46条ୈ߲̎の規ఆにҧ反するが、当֘
ྉۚを࠷ऴ的にฦۚしたこと等をצ案し、
業者をจ書ק告とした。

10
ഔհऀۀʢഔհܖにۀͮ͘جॲཧঢ়گ
のใٛࠂҧʣ

˖ɹ相ஊ者は、ॴ有する区ॴ有建物の1ࣨ
のച٫について、ྩ和̐年݄̔、業者とઐ
ଐઐ任ഔհܖをక݁した。そのޙ、業者
から本件ܖに基づく1िؒにҰ度Ҏ上の
業ॲཧঢ়گใ告を受けておらず地建物
取Ҿ業๏ҧ反があるとओுし、当՝へۤ
を申し立てた。

˗ɹ業者に事をௌいたところ、事࣮であり
（3か݄のܖؒظத、ใ告ճは計̔ճ）、
みが1件もなかっࠐத、ങ受の申ؒظܖ
たことなどから、相ஊ者へのใ告のִؒが
ۭいてしまったとして๏ҧ反の事࣮を認め
た。

業者は、ࢦఠを受けた点についてはਅ
に受け止め、今ޙは再度ࣾݚमを࣮施し、
再発止にめるとड़た。

上記の事を踏まえ、業者をจ書ק告と
した。

11
ഔհऀۀʢ「ಛผのґཔ」にؔ͢るഔհܖ
ॻのࡌهෆඋʣ

˖ɹ相ஊ者は、ॴ有するԕ方にॴ在する不動
産のച٫について、ྩ和̎年݄̔、業者と
ઐଐઐ任ഔհܖをక݁した。そのޙ、業
者から本件ܖに基づく1िؒにҰ度Ҏ上
の業ॲཧঢ়گใ告を受けていないこと、

「ಛ別のґཔ」をしていないにもかかわら
ずަ௨අ等を請求されていることはそれͧ
れ地建物取Ҿ業๏ҧ反であるとओுし、
当՝へۤを申し立てた。

˗ɹ業者に事をௌいたところ、1िؒにҰ
度Ҏ上の業ॲཧঢ়گใ告はిࢠϝールٴ
ͼిにて行っていたとओுし、「ಛ別の
ґཔ」については、今ճԕ方の物件の取Ҿ
であるため、相ஊ者からޱ಄でґཔを受け
ていたとड़、それͧれ๏ҧ反の事࣮を൱
ఆした。しかし、「ಛ別のґཔ」にؔしては、
あらか͡めഔհܖのఆめに基づき請求す
るඅ༻の見ੵりをઆ໌してから࣮行すき
であるところ、それを行っていなかったこ
とが判໌した。また、相ஊ者にࢦఆྲྀ௨ػ
へのొをূする書໘をҾきしていなߏ
かったことも判໌した。

業者は、ࢦఠを受けた点について、๏ҧ
反の༰を認め、今ޙは再発止をపఈす
るとड़た。

上記の事を踏まえ、業者をจ書ק告と
した。

12
ഔհऀۀʢഔհܖॻのෆަɺऔҾのެ
ਖ਼Λ͢るߦҝʣ

˖ɹങओはऩ益を的に、ྩ和̐年3݄、個
ਓをചओとする࿈౩のதށݹ建̎౩の土地
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建物について業者のഔհによりചങܖを
క݁した。そのࡍ、業者がചओからௌき取
りして࡞成した物件ঢ়گใ告書でࠜは

「ೖସ」と記ࡌされていた。ങओは、当֘
物件をリϑΥームしてିしग़しを༧ఆして
いたが、リϑΥーム業者から「ࠜはృり
ସえしているようͩが、ೖସえた様ࢠはな
い。」とݴわれたことから、当՝へ相ஊに
๚れた。

˗ɹ業者に事をௌいたところ、ങओにަ付
した物件ঢ়گใ告書は、業者がചओからௌ
き取りを行い、ใ告書へ記ࡌするࡍにޡっ
て記ࡌしたことを認めた。さらに、ങओと
のഔհܖక݁時にഔհܖ書をަ付して
なかったことを認めた。

ഔհܖ書のަ付ٛҧ反ٴͼ業にؔ
し取Ҿの公ਖ਼をする行為に֘当するが、
ങओとのؒで和解にࢸったこと、また、業
者から再発止にけた業改善ใ告書の
ఏग़があったことを踏まえ、業者をจ書ק
告とした。

1ú
ഔհऀۀʢաใुɺॏཁ߲ࣄઆ໌ٛҧ
ʣ

˖ɹങओはྩ和3年1݄、業者̭をചओとす
る土地建物について、業者̮のഔհにより
ചങܖをక݁した。取Ҿの݁ྃޙに不審
感を๊いたങओが、ചങ代ۚに建物のফඅ
੫を含めてհखྉが計ࢉされているた
め๏ఆ上ݶをえているڪれがあること、
ϩーϯ代行खྉというඅ༻をऩされた
こと、地建物取Ҿ࢜のࢿ格を持っていな
いと思われるै業員が重要事߲આ໌を行っ
たことについて、当՝へۤを申し立てた。

˗ɹ྆業者に事をௌいたところ、業者̮は
って建物のফඅ੫を含めたചങ価格でޡ

հखྉを計ࢉしたため、ใुの๏ఆ上ݶ
をաしてしまったことを認めた。Ұ方で
ϩーϯ代行खྉについては、ഔհ業と
は別に行う事であることやその༰ٴͼ
ֹۚをेにઆ໌して同意をಘた上で、当
֘事を࣮施しऩしていること、重要事
߲આ໌については地建物取Ҿ࢜のࢿ格を
もつै業員が行ったとड़た。業者̭は、
重要事߲આ໌を業者̮に任ͤていたため、
આ໌したਓ物が地建物取Ҿ࢜のࢿ格を
持っているかどうかからないとड़た。

業者̮に対してはࢉఆϛεによるաใ
ुにՃえ、事ௌ取で判໌したഔհܖ書
のަ付ٛҧ反と、ਫϋβーυϚοϓ自
体はަ付しているが重要事߲આ໌書に記ࡌ
していないことについての重要事߲આ໌ٛ
ҧ反を認ఆし、業者̭に対しては業者̮
と同様の重要事߲આ໌ٛҧ反を認ఆし
た。なお、再発止にけた業改善ใ告
書のఏग़があったことٴͼങओとのؒで民
事的和解があったことを踏まえ、྆業者と
もจ書ק告とした。

1û
ഔհऀۀʢաใुɺഔհܖॻのෆަ
ʣ

˖ɹങओは、ྩ和̎年9݄、๏ਓをചओとす
るऩ益的の事業༻土地建物について、業
者のഔհによりചങܖをక݁した。ܖ
時、別の๏ਓが当֘建物をआしており、
ॴ有ݖҠసにいିआܖもങओがҾき
こととなった。ങओが新たなିਓと͙ܧ
してѫࡰに๚れたところ、आしている๏
ਓから、Ӎ࿙り等のᘥᙪがある物件である
ため、ྉのֹݮをަবされた。मસの見
ੵりֹۚがֹߴになり、ചओがҰ෦のෛ
୲にしかԠ͡なかったためฆ૪となり、物
件のঢ়گをेにઆ໌されなかったこと
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や、ܖલにཡをґཔしたࡍにはआਓ
がڋ൱しているとཡをஅられたことで、
物件のঢ়ଶを֬認することができなかった
として、当՝へ相ஊに๚れた。

˗ɹ業者に事をௌいたところ、հ業者は
ࢹによる現地ௐࠪとചओに対するฉき取
りにより物件ௐࠪを行ったが、ҎલにӍ࿙
りがあったՕॴはमસされており、ܖ時
のӍ࿙り等のᘥᙪの存在は認められなかっ
たとओுした。また、ཡは࣮施できなかっ
たが、築年のݹい物件であるため、Ӆれ
たᘥᙪや損がある可性をઆ໌し、ങओ
はそれらを価格に反өさͤていることをঝ
した上での取Ҿであったとओுした。

業者がेなௐࠪを行わなかったことに
よる重要事߲આ໌ٛҧ反については認ఆ
を行わなかったが、ചങ代ۚに建物のফඅ
੫を含めてհखྉが計ࢉされているた
めใुの๏ఆ上ݶをえていること、ങओ
に対してഔհܖ書をަ付していないこ
と、ചओに対してަ付したഔհܖ書に記
࿙れがあることを๏ҧ反と認ఆし、再発ࡌ
止にけた業改善ใ告書のఏग़があっ
たことٴͼա෦のใुのฦۚを行った
ことを踏まえ、業者をจ書ק告とした。

1ü
ഔհऀۀʢഔհܖॻのෆަʣ

˖ɹങओは、ྩ和元年9݄、業者のഔհによ
りܖ当時建築தの土地ٴͼ建物のചങܖ
をక݁した。隣地の௨行ݖの付༩を受
けたが、௨行ݖについての۩体的なઆ໌が
なく、また、成ޙのؔݰυΞが隣地のض
地にいており、隣地を௨らないとग़ೖ
りができないことについて、当՝へ相ஊに
๚れた。

˗ɹ業者に事をௌいたところ、隣地の௨

行ݖについて、図໘を༻いてઆ໌しており、
また現地案のࡍにもઆ໌したとओுが
あった。ؔݰについて、௨࿏を௨らなけれ
ばいけないことも現地֬認のࡍにઆ໌し、
重要事߲આ໌書においても記ࡌの上આ໌し
ているとओுがあった。

ఏग़された重要事߲આ໌書には、対不
動産に含まれる私ಓにؔするෛ୲の߲
は、図໘と༰を記ࡌしており、ঝ地（௨
行）のొ記ෛ୲にؔして、記ࡌがあること
から、ҧ反認ఆは行わなかった。

しかし、ഔհܖをక݁したにもかかわ
らずഔհܖ書をަ付しておらず、地建
物取Ҿ業๏ୈ34条の̎ୈ1߲にҧ反する
が、再発止にけた業改善ใ告書のఏ
ग़があったことを踏まえ、業者をจ書ק告
とした。

1ý
ഔհऀۀʢഔհܖॻのࡌهෆඋʣ

˖ɹ相ஊ者は、ॴ有する土地建物のച٫につ
いて、業者とのؒでྩ和̐年10݄、ઐ任ഔ
հܖをక݁した。そのࡍ、ઐ任ഔհܖ
書には、จ書ɾిࢠϝールにより、業の
ॲཧঢ়گを「݄̎ճҎ上」のස度でใ告す
るとの記ࡌがあった。

この記ࡌは、ઐ任ഔհܖにおいて「̎
िؒに1ճҎ上」のใ告をしなければなら
ないと規ఆする地建物取Ҿ業๏ୈ34条の
̎ୈ9߲にҧ反するものとして、当՝に相
ஊがあった。

˗ɹ業者に事をௌいたところ、業ॲཧঢ়
してࡌใ告のස度を「݄̎ճҎ上」と記گ
いることを認めた。なお、事ௌ取にซͤ
てఏग़された業ॲཧঢ়گใ告書を֬認し
たところ、全て̎िؒに1ճҎ上のϖーε
でใ告がなされていることが判໌したた
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め、地建物取Ҿ業๏ୈ34条の̎ୈ9߲ҧ
反の事࣮は認められなかった。

しかしながら、「݄̎ճҎ上」との記ࡌ
は、ઐ任ഔհܖ上のٛとして「̎िؒ
に1ճҎ上」のใ告を求めている趣旨に反
するものであるため、業者をޱ಄ࢦಋとし
た。

4　ෆਖ਼ෆߦҝ

1þ
ചओऀۀʢऔҾのެਖ਼Λ͢るߦҝʣ

˖ɹങओは、ྩ和̎年3݄、地建物取Ҿ業
者であるചओと住の新築を的に土地の
ചങܖをక݁した。当֘土地についてं
྆の௨行等のために隣の私有地を༻しな
ければならなかったところ、ചങܖ書に
は、ᶃ私ಓ෦にؔして、ങओのॴ有する
ͼ建築工事ं྆の進ೖ、ᶄ私ಓ෦ٴ྆ं
にؔして、ϥΠϑϥΠϯのඋのために必
要となる۷、ᶅ当֘土地に進ೖするࡍに
隣地ॴ有者がಓ࿏ଆߔに設ஔしているά
ϨーνϯάのҰ෦をλΠϠが踏むことにつ
いて、当֘土地のҾきしまでに業者が隣
地ॴ有者のঝをಘることが、ಛ条߲で
ఆめられていた。業者は上記ᶅにつき隣地
ॴ有者のঝをಘられなかったにもかかわ
らず、「ಓ࿏۷、௨行等ঝ書」に隣地
ॴ有者のॺ໊ɾԡҹし、隣地ॴ有者のঝ
をಘられたようにった。そのޙ、建設会
ࣾが住の建設のために私有地を༻して
いたところ、隣地ॴ有者からۤを受け、
当֘ঝ書のِ造が判໌した。上記の事
についてങओから当՝へۤ申ग़書のఏग़
があった。

˗ɹ業者に事をௌいたところ、ै業員が当
֘ঝ書をِ造したことを認めた。この行

為は、ങओに不ଌの不利益をੜずる可性
をੜ͡さͤるもので、地建物取Ҿ業๏ୈ
6�条ୈ1߲ୈ̎߸に規ఆする「業にؔし
取Ҿの公ਖ਼をする行為」にあたる。なお、
業者がྩ和3年݄̑までങओのԾ住まいඅ
༻をෛ୲していたこと、ྩ和3年3݄に新
住をしていたことかډがॡ工しങओはډ
ら、ങओの損を認ఆするのは相当ではな
いとし、業者をࣔࢦॲとした。

ࠂ　　5

1ÿ
ഔհऀۀʢތେࠂのࢭېҧɺઐഔ
հܖにؔ͢るٛҧʣ

˖ɹങओは、ྩ和̐年݄̑、業者のഔհによ
り建築条件付土地のചങܖをక݁した
が、ᶃܖޙのྩ和̐年݄̓まで業者がΠ
ϯλーωοト告に当֘物件をࡌܝしてい
た。また、ങओは、自Ϛϯγϣϯച٫の
ため、ྩ和̐年݄̑に同͡業者とのؒでઐ
ଐઐ任ഔհܖをక݁した。そのࡍ、ᶄަ
付されたઐଐઐ任ഔհܖ書の日付にޡり
があり、ᶅܖをక݁したときから̑日Ҏ
にࢦఆྲྀ௨ߏػへのొが行われなかっ
たことから、当՝へ相ஊに๚れた。

˗ɹ業者に事をௌいたところ、ᶃ告につ
いては、୲当者がୀ৬ࡁみのため、本ਓに
は֬認できないが、取りԼげをれていた
かもしれないとのઆ໌があった。また、ᶄ
ઐଐઐ任ഔհܖ書の日付については、記
ߏػఆྲྀ௨ࢦりであることを認め、ᶅޡࡌ
へのొについては、୲当者がొをଵっ
ていた可性があるとのઆ໌があった。

ᶃ業者がചങܖక݁ޙも物件を告に
していたことは、地建物取Ҿ業๏ୈࡌܝ
32条の規ఆにҧ反する。また、ᶄഔհܖ
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書の日付がޡっていたことは同๏ୈ6�条ୈ
1߲ୈ̎߸にҧ反し、ᶅઐଐઐ任ഔհܖ
をక݁したにもかかわらず、ࢦఆྲྀ௨ߏػ
にొしなかったことは、同๏ୈ34条の̎
ୈ߲̑にҧ反するが、ങओから業者にഔհ
の解除を申しग़たとこܖͼചങٴܖ
ろ、ܖはനࢴ解除され、今ޙฆ૪がىこ
ることはないということと、業者から再発
止にけた業改善ใ告書のఏग़があっ
たことを踏まえ、業者をจ書ק告とした。

6　ͦのଞ

1Ā
ചओۀ ʢऀखۚのอશાஔのෆཤߦʣ

˖ɹങओは、自動ंを解体するための࡞業場
を建設する的で、ྩ和̎年9݄にചओ業
者と代ۚ62�0ສԁで土地ചങܖをక݁
した。そのޙ、建設的がୡ成できないこ
とが判໌したため、ྩ和3年݄̔にചങܖ
を解したが、ࢧったख付ۚとதؒۚ
合計2200ສԁのฦۚにചओ業者がԠ͡な
いことから、当՝へۤを申し立てた。

ങओからఏग़されたؔ係ࢿྉを֬認した
ところ、ചओ業者が、ങओからചങ代ۚの
10ˋをえるֹۚを受ྖしたにもかかわら
ず、地建物取Ҿ業๏ୈ41条の̎ୈ1߲に
ఆめるख付ۚ等の保全ાஔを͡ߨていない
こと、また、重要事߲આ໌書において、当
֘物件に景観๏ٴͼ地๏の制ݶがないに
もかかわらず制ݶがある旨の記ࡌをする
等、ޡった記ࡌがあることが発֮した。

˗ɹ業者に事をௌいたところ、ख付ۚ等の
保全ાஔを͡ߨていなかったことについて
は、保全ાஔが必要ͩという認識はなかっ
たこと、また、重要事߲આ໌書のޡ記ࡌに
ついては、景観๏ٴͼ地๏の制ݶがか

かっているとの認識ޡりがあったことのऍ
໌があった。

しかし、ങओから受ྖしたख付ۚٴͼத
ؒۚについて、その全ֹをങओにฦۚして
おり対Ԡが࣮と認められること、また反
লのหをड़て再発止にけて改善を図
ることを表໌していることから、業者を同
๏ୈ41条の̎ୈ1߲ҧ反についてはࣔࢦॲ
、重要事߲આ໌書ޡ記ࡌの同๏ୈ3�条ୈ
1߲ҧ反についてはจ書ק告とした。

20
ഔհऀۀʢק༠ʣ

˖ɹ相ஊ者は、ྩ和̐年݄̓に業者から「த
、༠を受けקΞύートの運༻」についてݹ
そのࡍ、Ҿきଓきק༠を受けることをر
しない旨の意思を表ࣔしたにもかかわら
ず、同年݄̔に、再度ק༠のిがདྷたと
して当՝へۤを申し立てた。

˗ɹ業者に事をௌいたところ、相ஊ者に対
し再度ק༠を行ったことを認めた。

その上で、௨ৗݻఆిでק༠を行うと
ころ、୲当者が自のܞଳిでిをか
けたため、Ҏલק༠をஅられたお٬様ͩと
いうことにؾが付かず、再ק༠が発ੜして
しまったとड़た。

業者は、地建物取Ҿ業๏ҧ反について
ਅに受け止め、今ޙ同͡ようなことがى
こらないようܞଳిでのి営業をې止
する等、業改善するとड़た。

上記の事を踏まえ、業者をจ書ק告と
した。

21
ങओऀۀʢଞ๏ྩҧʣ

˖ɹങओ業者は、ྩ和̐年݄̎から݄̐まで
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のؒに、̒件の土地のߪೖܖをక݁した
が、そのܖక݁日からೋिؒҎに、ࠃ
土利༻計画๏ୈ23条ୈ1߲に基づくಧग़を
行わなかったことにより、ࠃ土利༻計画๏
のॴ෦ہからങओ業者に対して࢝書の
ఏग़を要求するとともに、当՝に࿈བྷが
あった。

˗ɹ業者に事をௌいたところ、当初ಧग़が
必要な開発໘ੵをԼճっていたが、そのޙ
ෳのܖをしたところ、ಧग़が必要な໘
ੵをえてしまい、ಧग़がれてしまった
とのことであった。

から๏ҧ反をہ土利༻計画๏のॴ෦ࠃ
会を行い、৬員へڧษࣾ、ޙఠされたࢦ
の周を図り、ࠃ土利༻計画๏のॴ෦ہ
に࢝書をఏग़したため、業者をจ書ק告
とした。

ᶘ　ିにؔ͢るの

1　ॏཁ߲ࣄのௐࠪɾઆ໌のෆඋ

22
ഔհऀۀʢݐऔҾ࢜Ͱͳ͍ऀにΑる
ॏཁ߲ࣄઆ໌ɺ37ॻ໘のऔҾ࢜のه
໊ԡҹٛҧʣ

˖ɹઐ任の地建物取Ҿ࢜として地建物取
Ҿ業者໊にొࡌされている者の地建物
取Ҿূ࢜の有ޮݶظが満ྃしていた。

そこで、当֘業者から取Ҿா等のா
をऩ受し、事ॴௐࠪを࣮施したところ、
ିआの取Ҿ10件について、地建物取Ҿ
が満ྃした者が重要事߲આݶظの有ޮূ࢜
໌を行い、地建物取Ҿ業๏ୈ37条ୈ߲̎
に規ఆする書໘に記໊ԡҹしていた。

そのため、地建物取Ҿ࢜Ҏ֎の者（
地建物取Ҿূ࢜の有ޮݶظが満ྃした者）

が当֘行為を行ったものであり、同๏ୈ3�
条ୈ1߲ٴͼୈ37条ୈ3߲の規ఆにҧ反す
る。

˗ɹ業者に事をௌいたところ、上記のҧ反
をいずれも認めたが、業改善計画書のఏ
ग़があったこと、ҧ反歴がないこと等をצ
案し、業者をจ書ק告とした。

2ú
ഔհऀۀʢॏཁ߲ࣄઆ໌ٛҧʣ

˖ɹྩ和̎年9݄にࠃ土ަ௨লより、ࠃ土ަ
௨大ਉ໔許業者がഔհएしくはିओ代ཧと
してؔ༩した建物ିआܖに係りआओへ
ަ付した重要事߲આ໌書において、対物
件が土࠭ܯࡂռ区域にҐஔするにもか
かわらず、土࠭ܯࡂռ区域֎であると記
した事例がଟ発ੜしており、その事例ࡌ
のதに、事໔許業者がڞ同ഔհでؔ༩し
た事例がෳ含まれていることについて、
当՝あて௨ใがあった。

˗ɹ௨ใがあったෳの業者にそれͧれ事
をௌいたところ、いずれの業者も、当֘大
ਉ໔許業者が࡞成した重要事߲આ໌書を
༻してआओにઆ໌を行ったが、大ख業者が
成した重要事߲આ໌書であったことから࡞
༰を৴༻してしまい、ಠ自の֬認࡞業を
ଵった݁Ռ、ޡったઆ໌を行ってしまった
ことを認めた。

しかし、आओに対し事આ໌を行うなど
地建物取Ҿ業๏ҧ反ޙの対Ԡが適で
あったこと、また、今ޙは再発止にめ
るとห໌していることから、すての業者
をจ書ק告とした。
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2û
ഔհऀۀʢॏཁ߲ࣄઆ໌ٛҧʣ

˖ɹआओは、ྩ和̐年12݄、告に「όοΫ
Ωϟϯϖーϯ対ɹհखྉିओෛ୲」
と表ࣔされていた෦のିआܖをక݁
したが、重要事߲આ໌書にհखྉのࢧ
いの記ࡌがあり、記໊ԡҹさͤられたた
め、当՝へۤを申し立てた。

˗ɹ業者に事をௌいたところ、आओのհ
खྉはແྉであり、ޡって重要事߲આ໌
書に記ࡌしてしまったとのことであった。

そのޙ、आओからのܖの解除の申しग़
を受けೖれ、受け取ったۚમはやかにआ
ओに全ֹฦۚしたことから、業者をจ書ק
告とした。

2ü
ഔհऀۀʢݐऔҾ࢜Ͱͳ͍ऀにΑる
ॏཁ߲ࣄઆ໌ɺॏཁ߲ࣄઆ໌ॻのෆަʣ

˖ɹି住のೖډ者から「重要事߲આ໌の
のఏࣔがূ࢜આ໌者から地建物取Ҿ、ࡍ
なかった。不審に思いఏࣔを求めたところ、
地建物取Ҿ࢜ではない、とݴわれた。ま
た、ܖのखଓきに必要とのことで、重要
事߲આ໌の書໘がަ付されず、ޙ日す、
とݴわれた。地建物取Ҿ業๏ҧ反ではな
いか。」とのۤが当՝にあった。

˗ɹ業者の代表者݉ઐ任の地建物取Ҿ࢜に
事をௌいたところ、「आओが事ॴを๚
れたࡍ、地建物取Ҿ࢜が不在ͩったため、
地建物取Ҿ࢜ではないै業員が、重要事
߲આ໌を行ってしまった。また、重要事߲
આ໌の書໘がަ付されていないことは、
Ѳしていなかった。」とのことであった。

地建物取Ҿ業๏ୈ3�条にҧ反する事࣮
が֬認されたものの、ᶃೖډ者に۩体的な

損は発ੜしていないこと、ᶄҧ反事࣮を
認め、ちにੋਖ਼する意思をࣔしたこと等
を૯合的にצ案し、業者をޱ಄ࢦಋとした。

2　ഔհใु

2ý
ഔհऀۀʢաใुɺॏཁ߲ࣄઆ໌ٛҧ
ʣ

˖ɹआओは、ྩ和̎年12݄、業者のഔհによ
りିओ（ഔհ業者とは別の事໔許業者の
๏ਓ）とのؒで区ॴ有建物の1ࣨのି
आܖをక݁した。आओは、そのࡍにഔհ
業者が、आओからঝをಘることなく、ഔ
հखྉとしてआの1݄の1.1ഒに相
当するֹۚを受ྖしており、աใुに当
たるとओுし、また、重要事߲આ໌のࡍに
ഔհ業者の地建物取Ҿ࢜がその場にདྷ
ず、ିओである別の事໔許業者の地建
物取Ҿ࢜が重要事߲આ໌を行ったとして、
当՝へۤを申し立てた。

˗ɹഔհ業者に事をௌいたところ、ഔհख
ྉのֹۚについてはआओからঝをಘて
受ྖしたとओுしたが、आओからఏग़され
たؔ係書ྨを֬認したところ、ঝをಘた
時点が重要事߲આ໌時点（ܖక݁日と同
日）であることが判໌した。ഔհのґཔを
受けるに当たってঝをಘているとは認め
られず、աใुに当たり地建物取Ҿ業
๏ୈ46条ୈ߲̎にҧ反すると認ఆした。

また、重要事߲આ໌のࡍに地建物取Ҿ
がདྷなかった件については、ିओの業者࢜
の地建物取Ҿ࢜より、自がઆ໌するの
でདྷなくてよいとݴわれैってしまったと
して、重要事߲આ໌を行わなかったことを
認めたため、同๏ୈ3�条ୈ1߲ҧ反と認ఆ
した。
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ഔհ業者は、आओの請求にैい、ഔհख
ྉのաऩにԆ利ଉを上ͤして
ฦۚした。また、重要事߲આ໌ٛҧ反に
ついては、反লのหをड़て再発止に
けて改善を図ることを表໌した。

上記の事を踏まえ、ഔհ業者を同๏ୈ
46条ୈ߲̎ҧ反についてはࣔࢦॲ、同๏
ୈ3�条ୈ1߲ҧ反についてはจ書ק告とし
た。

2þ
ഔհऀۀʢաใुʣ

˖ɹିओは、ྩ和̐年݄̐、元付業者ٴͼ٬
付業者のഔհによりआओとのؒでళฮの
ିआܖをక݁した。

そのࡍに元付業者がԿらのઆ໌なく、ି
ओにࢧわれるき初ظඅ༻から、ྉの
1か݄相当ֹを「告ྉ」໊で差しҾ
き、そのりのֹをৼりࠐんでいるとして、
ିओが当՝へۤを申し立てた。

˗ɹ元付業者に事をௌいたところ、ିओへ
ৼりࠐむき初ظඅ༻からྉの1か݄
相当ֹを告ྉとして差しҾいたֹをৼり
ओି、ࡍんͩことを認めた。また、そのࠐ
から元付業者に対し、ಛ別な告ґཔは
行っていないとの申しग़があったため、
ちに、ྉの̌．̑か݄に相当するֹを
ିओにฦۚし、طに地建物取Ҿ業๏ҧ反
ঢ়ଶは解ফされていると申しड़た。

上記の事を踏まえ、業者をจ書ק告と
した。

ࠂ　　3

2ÿ
ഔհऀۀʢތେࠂʣ

˖ɹ不動産公ਖ਼取Ҿ協議会より、事໔許の
地建物取Ҿ業者について、不動産ใサ
Πトにࡌܝした物件告に࣍のとおり「不
動産の表ࣔにؔする公ਖ਼ڝ૪規」ҧ反が
あったため、同規に基づくાஔを行った
旨のใఏڙがあった。
ɾ9件の告において、新規にใ公開を

行ったޙ、それͧれܖࡁみとなり、取
Ҿできなくなったにもかかわらず、Ҏ߱
更新を܁りฦし、告していた。

ɾ1件の告において、࣮ࡍには֯住ށで
ないにもかかわらず、「֯住ށ」と記ࡌ
して告した。

˗ɹ業者に事をௌいたところ、ܖࡁみの
物件をࡌܝしてしまったことについては、
しす͗て更新がいࡌܝ告の件をଟく
つかなかったため、そのまま告してし
まったことを認めた。また、「֯住ށ」の
記ࡌについては、告のೖྗγεテムに対
物件の໊শをೖྗするとաڈのೖྗ༰
のཤ歴が表ࣔされるが、νΣοΫͤずその
ままࡌܝしてしまったことを認めた。これ
らのことは、地建物取Ҿ業๏ୈ32条にҧ
反するが、ؔ係者の損が発ੜͤず、ѱ࣭
性もないことから、業者をจ書ק告とした。

2Ā
ഔհऀۀʢٛࠂҧʣ

˖ɹआओは、ྩ和̐年݄̑、告に「ཋࣨס
૩ػ」付きと表ࣔされていた෦のିआ
「ػ૩סཋࣨ」はࡍ࣮、をక݁したがܖ
は設ஔされていなかったため、当՝へۤ
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を申し立てた。
˗ɹഔհ業者に事をௌいたところ、ཧ会

ࣾが࡞成した告をそのまま༻し、当֘
設උの設ஔの有ແを現場で֬認していな
かったことを認めた。そのޙ、ିओ、ഔհ
業者、ཧ会ࣾٴͼआओが協議し、ഔհ業
者等が当֘設උの代ସをఏڙし、工事අ
༻もิరしたため、ഔհ業者をจ書ק告と
した。
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